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第１章 計画の概要 

１．計画の背景と目的 

近年の少子高齢化に伴う人口減少や、社会的ニーズの変化により、全国的に居住その他の使用がな

されていないことが常態である建築物またはこれに附属する工作物およびその敷地（以下「空家等」

という。）が年々増加しています。 

このような空家等の中には、適切な管理が行われず、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害

等、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、地域住民の生命・身体・財産の保護、

生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要との認識から、国は平成26年11月27日に「空家等対

策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）」（以下、「空家法」という。）を公布し、

平成27年5月26日に全面施行されました。しかし、今後も、空き家は全国的に増え続けることが見込

まれることから、対策が急務となっています。空家法が令和5年6月に改正され、周辺に悪影響を及ぼ

す前の段階から空家等の有効活用および適切な管理を確保するなど、空家等対策の総合的な強化が図

られました。 

 

日野町においても、将来的な人口減少や高齢化の進行が予測されるなか、今後、空家等の増加が懸

念されます。空き家問題が深刻化する事態を未然に防ぎ、「誰もが暮らしやすいまち」の実現に向

け、空家等の適正管理と利活用の促進ならびに管理不全となった空家等の解消を図る取り組みについ

ての方向性を定めるために令和3年度に「日野町空家等対策計画」を策定しました。 

しかし、相続未処理や所有者の町外在住化に伴う空家等の管理不全など、新たな課題が顕在化して

います。空き家実態調査の結果やこれまでの町の取り組み状況等を整理するとともに、法改正を踏ま

え、空き家対策を一層推進するため、本計画を策定します。 

 

  

２．計画の位置付け  

 本計画は、「第6次日野町総合計画」などの上位計画と連携を図りつつ、空家法に基づき日野町が

取り組むべき空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方、方向性およ

び対策の方針等を示すものです。 

 特に、上位計画等の連携について、「第6次日野町総合計画」における政策の柱の一つである「住

みたくなる都市基盤づくり」において、空き家・空き地対策が明記されており、この目標達成のため

に本計画の活用を図ります。 

 

３．計画期間 

本計画の期間は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間とします。なお、社

会情勢等の変化や計画策定の前提となる諸条件に変化があった場合は、適宜計画の見直しを図ること

とします。 

 

４．対象区域 

 本計画の対象区域は、町内全域とします。なお、対策を進めていく上で重点的に推進すべき地域

（重点対策地域）の設定が必要と判断した場合は、適宜その位置づけをしていきます。 
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５．計画の対象 

 本計画の対象とする空家等は、空家法第2条で定める「空家等」、「特定空家等」および「管理不

全空家等」に加え、「跡地」「空き家」「空き地」とします。 

 「空家等」は、空家法第2条第1項に規定された居住等の使用がなされていないことが常態である建

築物、附属する工作物、その敷地のことをいい、「常態である」とは、建築物等が長期にわたって使

用されていない状態のことを示します。 

 「特定空家等」は、空家法第2条第2項に規定された、そのまま放置すれば倒壊等の保安上危険とな

るおそれや、衛生や景観、生活環境の保全の観点から周辺への影響を及ぼすおそれのある空家等のこ

とをいい、「管理不全空家等」は、空家法第13条1項に規定された、そのまま放置すれば、特定空家

等に該当すると認められる空家等のことをいいます。国が公表した『「特定空家等に対する措置」に

関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）』において参考となる基準が示されてい

ます。 

 「跡地」は、空家等を除却した場合に残る敷地をいいます。特定空家等を除却した後の跡地の維

持・利活用を含めて、空家等対策を総合的に推進することが重要であるとの観点から、計画の対象に

含むものとします。 

 「空き家」は、日野町空き家・空き地情報登録制度要綱第2条に規定された現に利用していない居

住可能な建物およびその敷地であり、近く利用しなくなる予定のものも含みます。 

 「空き地」は、日野町空き家・空き地情報登録制度要綱第2条に規定された現に使用していない個

人が居住を目的とした建物を建築することができる土地であり、近く利用しなくなる予定のものも含

みます。 

計画の対象とする空家等 

対 象 内 容 

空家等 

（空家法第2条第

１項） 

 

 

 

 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）。 

※国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

※「常態である」・・・建築物等が長期にわたって使用されていない状態 

  ・例えば年間を通じて使用実績がないなど。 

  ・「管理」は「使用」に含まれない。 

  （単なる管理行為があるだけでは、空家等に該当する場合があります） 

特定空家等 

（空家法第２条第

２項） 

次のいずれかに該当する状態であって、かつ、別に細則で定める特定空家等判定基準に

より該当すると認められる空家等。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

管理不全空家等 

（空家法第13条） 

空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等とな

るおそれのある状態。 

跡地 空家等を除却した場合に残る敷地。 

空き家 町内に存する空き家で個人が所有し、現に利用していない（近く利用しなくなる予定のも

のを含む。）居住可能な建物およびその敷地をいう。ただし、集合住宅および分譲を目的
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とするものは除く。  

空き地 

 

 

町内に存する空き地で個人が所有し、現に利用していない（近く利用しなくなる予定のも

のを含む。）土地であって、個人が居住を目的とした建物を建築することができる土地を 

いう。           
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第２章 空家等の現状と課題 

 

１．空家等実態調査による現状（令和６年実態調査） 

 国の基本指針では、「市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統計資

料等も活用しつつ、まず各市町村の区域内の空家等の所在やその状態等を把握することが重要」とさ

れています。 

 日野町では、令和6年度に、自治会の協力を得て空家等全数調査を行い、その結果を基に、建築士

の資格を持った町職員が、外観の目視調査による建物の構造と状況確認により評価付けを行いまし

た。 

空家等実態調査に基づく空家等数         （単位:戸） 

地区名 年度 空家等数 

すぐに入居 

可能 

 （A) 

   

入居するに

は修繕を要

する（B) 

   

放置すると

倒壊の危険

有 

   （C) 

 

倒壊の危険

性有 

 （D) 

   

日 野 

R6 186 65 86 31 4 

R1 210 95 72 29 14 

H27 179 78 70 23 8 

東桜谷 

R6 55 2 46 7 0 

R1 58 21 16 16 5 

H27 54 12 19 16 7 

西桜谷 

R6 51 8 34 6 3 

R1 39 9 19 5 6 

H27 32 5 22 2 3 

西大路 

R6 63 4 47 10 2 

R1 61 19 27 13 2 

H27 44 16 18 8 2 

鎌 掛 

R6 25 17 5 1 2 

R1 27 17 3 5 2 

H27 17 7 2 7 1 

南比都佐 

R6 29 3 20 5 1 

R1 21 12 4 5 0 

H27 22 13 8 2 1 

必 佐 

R6 165 27 115 22 1 

R1 141 36 57 32 16 

H27 83 29 33 19 2 

合計 

R6 574 126 353 82 13 

R1 557 209 198 105 45 

H27 431 160 170 77 24 
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 日野町の一戸建て住宅の推計総数（住宅・土地統計調査）は、令和5年度推計で6,670戸(令和元年

度 6,390戸)となっています。令和6年度の空家等実態調査による空家等の総数は574戸で、その割合

は、約8.6％となります。令和元年度の約8.7％と比較して、ほぼ横ばい状態になります。地区別にみ

ると、日野地区と必佐地区で6割以上を占めており、人口が多い地区に空家等数が多いことが確認で

きます。 

 倒壊する危険があるとしたＣ・Ｄ評価に位置づけられた空家等は95戸で、その割合は空家等全体の

16.6％となります。調査の結果からは、居住可能であると位置づけられたＡ・Ｂ評価の空家等が83％

を超え、利活用が可能な空家等となっています。空家法に基づく特定空家等となる可能性があるＣ・

Ｄ評価の空家等の分布は、日野地区、必佐地区に多く分布していることが分かります。 

 調査の結果から、特定空家等となる可能性があるＣ・Ｄ評価に位置づけられた空家等は令和元年度

と比較して約36％減少しておりますが、これらの住宅が今後、特定空家等にならないよう、所有者又

は管理者(以下「所有者等」という。)が自らの責任による適正な管理を行うことが求められるところ

です。また、比較的、健全な状態であるＡ・Ｂ評価に位置付けられた空家等についても、積極的に活

用等を行い、劣化を進行しないような手立てを講じる必要があります。 

備考：令和元年度 日野町空家等実態調査における空家等総数           557戸 

   令和6年度 日野町空家等実態調査における空家等総数           574戸 

 

■住宅全体に対する空家率の分布図(7地区) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

凡例 

空家率（空家等数／住宅推計戸数）  

          ・・・4.0%未満 

          ・・・4.0%以上 6.0％未満 

          ・・・6.0%以上 8.0％未満 

          ・・・8.0%以上 10.0%未満 

          ・・・10.0%以上 12.0%未満 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

西桜谷地区 

東桜谷地区 

西大路地区 

日野地区 
必佐地区 

鎌掛地区 南比都佐地区 

住宅全体に対する空家率の割合 

日 野 地 区      5 . 2 8 ％ 

東 桜 谷 地 区     9 . 9 4 % 

西 桜 谷 地 区     9 . 8 8 % 

西 大 路 地 区     6 . 9 6 ％ 

鎌 掛 地 区      9 . 1 9 ％ 

南 比 都 佐 地 区    3 . 5 8 ％ 

必 佐 地 区      6 . 4 0 ％ 
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■空き家戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等全体に対する判定区分（ABＣＤ評価）の戸数（令和6年度） 

 

 

 

 

 

179

54

32
44

17 22

83

210

58

39

61

27
21

141

186

55 51
63

25 29

161

0

50

100

150

200

250

日野 東桜谷 西桜谷 西大路 鎌掛 南比都佐 必佐

地区別空き家戸数の推移

平成27年度 令和元年度 令和6年度

単位:戸

65

2 8 4
17

3

27

86

46 34 47
5

20

115

31

7
6

10

1
5

22

4

0 3

2

2 1

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

日野 東桜谷 西桜谷 西大路 鎌掛 南比都佐 必佐

空き家全体に対する判定区分（A・B・C・D評価）の戸数

A すぐに入居可能 B 入居するには修繕を要する

C 放置すると倒壊の危険有 D 倒壊の危険性有

単位:戸
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２．所有者等意向調査 

１)調査概要 

空家等の現状および管理状況、将来の利活用の可能性、課題などを把握するため、空家等の所

有者等を対象としたアンケート調査を実施しました。調査概要は、以下のとおりです。 

  

■調査概要 

調査対象 令和6年度日野町空家等実態調査により把握した空家等物件 

配布・回収方法 調査票の郵送配布、郵送回収 

調査期間 令和6年10月31日（木） ～ 12月24日（火） 複数回に分けて実施 

 

調査項目 

問1-1)建物が建築された時期、問1-2)空家となった時期、問1-3)空家となった理由 

問1-4)空家の管理者、問1-5)空家の管理頻度、 問1-6)空家の管理で困っていること 

問2)今後の利用予定 

 

調査票の回収状況 

配布数：全体 299票 （うち、Ａ・Ｂ評価 257票、 Ｃ・Ｄ評価  42票） 

回収数：全体 105票 （うち、Ａ・Ｂ評価  87票、 Ｃ・Ｄ評価  18票）    

回収率：全体 35％（うち、Ａ・Ｂ評価   34％、Ｃ・Ｄ評価   43％） 

 

 

２）調査結果の概要 

 アンケート調査結果については、Ａ・Ｂ評価（活用可能な空家等）、Ｃ・Ｄ評価（危険な空家

等）に分けて集計を行いました。 

 

【アンケート集約（Ａ・B評価）】 （n=87） 

問１ 当該空き家について、どのくらいの頻度で様子を見に来ていますか？ 

 

85％以上の方が1年に1回以上は様子を見に行くと回答されています。しかし、様子を見に行けてい

ない空き家が10％ありました。  

Ａ・Ｂ評価の空き家の所有者の方はほとんど年に1回以上様子を見に来ていることが分かります。 

 

  

 

 

 

 

 

44 31 9 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

月1回以上 年に数回 1年以上見に行けていない その他（売却済み）

  

    

 

（単位:件） 
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問２ 当該空き家について、将来的にはどうしたいとお考えですか？(複数回答可) 

 

「将来的に売りたい、貸したいと考えている」が38件と一番多くありました。 

空き家の将来について、検討されている方が多いことが分かります。 

 

問３ 当該空き家を維持・管理している上で、「困っていること」がありますか？(複数回答可) 

 

「近隣に迷惑をかけていないか心配」が36件と最も高く、次いで「維持管理に手間がかかる」が35

件、「維持管理の費用的な事」が33件でした。  

空き家の維持・管理には様々な課題がある事が分かります。 

27

10

12

33

35

28

29

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

どこに相談すべきかわからない

賃貸・売却先等が見つからない

維持管理の費用的なこと

維持管理に手間がかかること

年齢または身体的なこと

居住地から遠いこと

近隣に迷惑をかけていないか心配

※「その他」の回答として、「草木の手入れに手間がかかっている」

「家財道具の整理に困っている」「解体するにも費用が高い」等

（単位:件） 

（単位:件） 

26

17

2

11

4

12

38

0 10 20 30 40

その他

特に検討していない

すでに不動産屋さんに相談している

検討しているが、処分方法などがわからず困っ…

相続手続き中などのため未定である

今後、居住を考えている

将来的には、売りたい、貸したいと考えている

※「その他」の回答として、「将来、身内等の居住がなければ売却等も検討する」

「墓参りの時などに使用している」等
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問４ 日野町空き家バンク制度について 

 

「空き家を登録したい」が 24％、「興味がある」が 17％、「登録できるか調査してほしい」が 17％と

全体の 58％が空き家バンク制度への登録意向があることがわかります。 

 所有者の半数以上は、空き家バンクへの登録意向があることが分かります。 

 

【アンケート集約（C・D評価）】 （n=18） 

問１ 当該空き家について、どのくらいの頻度で様子を見に来ていますか？ 

「月に1回以上」、「年に数回」共に28％でした。ＡＢ評価の場合、85％以上が年に1回以上様子を

見に来ているのに対し、ＣＤ評価で年に1回以上管理をされているのは、56％でした。 

 Ａ・Ｂ評価に比べ様子を見に来る頻度は減っている事が分かります。 

 

問2 空き家の管理をどのようにされていますか。(複数回答可)  

管理していると回答した方が全体の67％であったのに対し、管理していないと回答した方は16％で

した。 

管理をされている空き家が多くあることが分かります。 

24 17 17 41

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

空き家を登録したい 興味がある 登録できるかどうか調査してほしい その他

※「その他」の回答として、「登録しない」「登録予定はない」等

5 5 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

月1回以上 年に数回 1年以上見に行けていない

（単位:件） 

（単位:件） 

4 3 0 2 2 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他 管理していない

自治会に管理を依頼している 近くの親族に管理を依頼している

業者に管理を依頼している 自分が定期的に管理している

※「その他」の回答として、「草刈りはシルバー人材センターへ依頼している」等

（単位:件） 
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問3 当該空き家について、将来的にはどうしたいとお考えですか？(複数回答可) 

 
 Ａ・Ｂ評価では、「検討しているが、処分方法などがわからず困っている」が13％であったのに対

し、Ｃ・Ｄ評価では50％でした。 

処分方法がわからない方への案内が必要になる事が分かります。 

 

問４ 当該空き家を維持・管理している上で、「困っていること」がありますか？(複数回答可) 

 

「居住地から遠いこと」「年齢または身体的なこと」が共に56％と一番多く、次に「維持管理の費

用的なこと」「近隣に迷惑をかけていないか心配」との回答が多くありました。 

Ａ・Ｂ評価の空き家と同じく空き家の維持・管理には様々な問題がある事が分かります。 

 

6

0

1

9

0

3

12

0 5 10 15

その他

特に検討していない

相続手続き中などのため、未定である

検討しているが、処分方法などがわからず困って…

今後、居住を考えている

すでに不動産屋さんに相談している

将来的には、売りたい・貸したいと考えている

※その他の回答として、「不動産業者に相談しているが、

売却先が見つからない」等

（単位:件） 

（単位:件） 

4

3

6

9

9

4

10

10

0 2 4 6 8 10 12

その他

どこに相談すべきかわからない

賃貸・売却先等が見つからない

近隣に迷惑をかけていないか心配

維持管理の費用的なこと

維持管理に手間がかかること

年齢または身体的なこと

居住地から遠いこと

※「その他」の回答てとして、「草木の管理に困っている」

「解体費用が高くて困っている」等
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３．空家等実態調査等の継続的な実施 

 

 空家等の調査については、町内の空家等の実態を把握し、空家等対策計画の進捗管理や、政策推進

の基礎資料としてデータベース化することを目的に、令和6年度実施の実態調査に準じた内容の調査

を継続して実施します。 

 

１）実施主体 

 日野町 

 

２）調査期間 

 令和8年度から令和12年度まで毎年1回程度の頻度で実施します。 

 

３）調査対象となる空家等 

 台帳化している空家等の更新を基本とし、自治会が空家等として認識しているものがあれば台帳に

新たに追加をします。また、空家等の撤去・解体や新たに入居者がいる場合は、台帳にその旨を記録

し別途保管をします。 

 

４）調査方法 

 町内全域に分布する空家等の所在、その状態、所有者の意向等を調査します。 

(ア) 第1次調査 

 自治会を通じて地区内にある空家等の所在、所有者等、経年劣化、管理頻度等を調査していただ

きます。直近に実施の実態調査の結果を各自治会へ報告しますので、主にその結果の更新を行いま

す。 

(イ) 第2次調査 

 各自治会から報告のあった空家等について、危険と判断される空家等については現地調査を行い

ます。調査では、外観目視により、用途、構造、建物の傾斜等からの危険面や、景観面、生活環境

の保全面等を調査します。 

(ウ)第3次調査 

  空家等の所有者等が、当該空家等を今後どのように考えているのか必要に応じて意向調査を行い

ます。この意向調査の結果を踏まえて、町が関与すべきか否かの判断を行い、または日野町空き

家・空き地情報登録制度への登録を促すなど、市場での流通若しくは活用につながるよう所有者等

に働きかけます。 
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４．日野町空き家・空き地情報登録制度の実績 

 日野町では、町内の空き家および空き地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、日

野町空き家・空き地情報登録制度により空き家・空き地を利用希望者に紹介しています。空き家・空

き地の所有者は、物件の登録申込を行い、町（間接型の場合は宅建業者を含む）と物件の確認を行っ

た後、物件を登録し町のホームページなどで情報発信します。空き家・空き地の利用希望者は、利用

の登録申込を行うことで、詳細な情報の確認や物件の見学、所有者等との交渉が可能となります。な

お、利用の登録は、日野町に定住または定期的に滞在し、地域の活性化に寄与していただける方を対

象としています。 

  

 １）日野町空き家・空き地情報登録制度の概要 

  ［設立］ 平成21年5月  

  ［目的］  町内の空き家・空き地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、定住

をまたは、定期的な滞在を希望される方に空き家・空き地の情報提供・紹介を行う。 

  

 2）日野町空き家・空き地情報登録制度の仕組み 

 

 

 

 

■交渉の方法は、所有者が「直接型」と「間接型」の2種類から選んで登録します。  

 ■利用希望者は、物件ごとに決められた方法で交渉・契約します。 

  ※町は交渉・契約に一切関与しません。 

 ■「直接型」は、所有者と利用希望者が直接交渉・契約します。 

 ■「間接型」は、日野町と協定を結んでいる公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会の会員業者が 

  仲介します。 

 

３） 実績 

   ［日野町空き家・空き地情報登録制度の登録件数］   181件（令和7年12月末時点） 

   ［日野町空き家・空き地情報登録制度の契約成立件数］ 100件（令和7年12月末時点） 

 

連携 
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５．空家等を取り巻く課題 

 日野町における空き家率は、高い傾向にあり、今後、高齢化の進行などを背景として更なる増加傾

向が続くことが予想され、空家等の増加に伴い住環境の悪化、コミュニティの活力の低下などが懸念

されます。 

空家等対策を進めていく上においては、所有者等意向調査等の結果により以下の問題がありまし

た。これらの解決に向けた対策や体制の整備を行います。 

（１）空家等が周辺環境に及ぼす問題 

周辺にもたらす問題 主な内容 

 

安全上の問題 

・空家等の老朽化等による倒壊 

 ※通学路や、幹線道路、河川への倒壊による二次被害の懸念 

・風雨等による屋根ふき材、壁等の剥落、飛散 

・ブロック塀、擁壁等の傾き、倒壊 

生活・衛生上の問題 ・ゴミの不法投棄、獣害や害虫の発生 

防犯上の問題 ・空家等への不特定者の侵入や放火などの犯罪 

景観上の問題 
・立木や雑草の繁茂 

・生活・衛生上の問題と併せて発生する景観の悪化 

その他の問題 ・居住者の減少に伴う地域コミュニティの活力低下 

 

（２）空家等の所有者等の問題 

所有者等の問題 主な内容 

 

 

 

 

所有・権利関係の問題 

・遠方に居住している。高齢により、定期的な管理が難しい。また、業者

に管理を委託している。 

・仏壇や家財道具の処分 

・不動産業者へ仲介を依頼しているが、なかなか買い手がつかない。 

・賃貸や、売却をしたいが手法が分からず放置している。 

・そもそもどうすれば良いか分からない所有者が多い。 

・町へ寄附してでも、処分したい所有者が多い。 

・単身の高齢者が施設へ入所するなどして、所有者・管理者が不在とな

る。 

・相続手続等がされてないことにより、所有者等の特定が困難である。 

・相続放棄の手続きをしたことにより、一切の管理責任を放棄している。 

 

法規制上の問題 

・建築基準法に適合しない土地の場合は、建替えが不可能である。 

・市街化調整区域における跡地の場合、都市計画法に適合しない場合は、

新築が不可能な場合がある。 

経済的な問題 
・管理や改修、除却するための費用を負担する余裕がない。 

・解体後、土地の固定資産税の負担が増加する。 
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第３章 主体の役割および連携・協力 

  

 空家等対策においては、対策の実施主体である所有者等、自治会、町民、事業者、各種団体等およ

び町の役割を明確にし、各主体が相互に協働・連携・補完する仕組みを構築して取り組みを進めま

す。 

 

１．主体の役割 

 １）所有者等の役割 

  所有する空家等を自らの責任により管理不全な状態にならないよう、適切に管理するものとしま

す。また、所有者等は所有する住宅等を空家等とならないように日頃から適切な管理に努めること

とし、空家等の所有者となった場合は、自治会等に管理状況等の情報提供を行うことや、国および

町が実施する空家等に関する施策に協力し、積極的に利活用を進めるなど早急な解消に努めるもの

とします。 

 

 ２）自治会の役割 

  地域に存在する空家等の情報収集や情報提供、問題のある空家等の対策に係る協力の実施、また 

 地域の有用な資源としての利活用の推進や、所有者等との情報共有による問題解決の検討など、安

全・安心で快適な住みよいまちづくりに努めるものとします。 

 

 ３）町民の役割 

  自らの住まいについて空家等とならないよう日頃から適切な管理を行うとともに、地域に存在す

る空家等の情報提供、活用等の協力に努めるものとします。 

 

 ４）事業者の役割 

  空家等の対策は住宅等の管理だけでなく、流通や地域環境、法規制や地域コミュニティなど様々  

 な課題が伴うことから、専門的かつ幅広い分野での情報収集が必要となります。そのため、事業者

等はその専門的な知識や技術をもって、町や所有者等が行う空家等の対策に対し、情報提供や技術

的な支援等を行うなど対策の実施に積極的に協力するものとします。 

 

 ５）各種団体・教育機関の役割 

  各種団体および大学等の教育機関には、その専門的な分野において、所有者等、自治会、町が行

う空家等の解消に向けた取り組み等に応じて必要な支援を依頼するものとします。 

 

 ６）町の役割 

  これらの各主体が実施する空家等の適正管理および利活用に関し、情報提供の充実や財政支援を

充実させ、より効果的な空家等対策の仕組みと各主体間との連携協力体制の構築により、多方面に

わたる取り組みを総合的かつ主体的に担います。また、移住・定住をしたい人に対して、積極的に

情報発信をし、交流する機会づくりに努めます。 

 

 



18 

 

２．相互の連携と協力 

   空家等の問題は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となりま

す。 

しかしながら、空家等の問題は実態調査結果でも分かるとおり、町内全域にわたり、事案ごとの内

容も多岐にわたることから、所有者等による自らの管理責任を全うすることが困難または不可能であ

る可能性があります。そうした空家等の存在は周辺の生活環境に悪影響を及ぼすものであるため、所

有者等の第一義的な責任を前提としながらも、町はもとより、自治会、町民、事業者および各種団体

等がそれぞれの役割を認識し、相互に協働・連携・補完を図りながら取り組むことが必要となりま

す。 

    

■各主体の役割■ 
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第４章 空家等対策の基本的な考え方 

 

１．基本理念 

 所有者による管理の原則に基づき、所有者等の責任を明確にするとともに、所有者等の意向を聞き

つつ、所有者等と行政がそれぞれの役割や責任を理解し、町民との協働のもと、空家等問題を誰もが

「我が事」として主体的に捉え、問題の解決に取り組む必要があります。 

 また、空家等問題は、町全体の風格や魅力を維持していく重要な課題となります。所有者が責任を

持って取り組むことのほか、地域内や各実施主体と連携して取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

基本理念＝第6次日野町総合計画 政策分野 26住環境のめざす姿（空き家・空き地対策の強化） 

 

２．実施方針 

基本理念を踏まえて、町の空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために基本施策を掲げ、実施

方針として取り組みを推進していきます。 

 

 

 

 

（１） 空家等の発生の予防・抑制 

使用可能な空家等については、日野町空き家・空き地情報登録制度等を通じて、積極的な利活

用を行うことにより、移住・定住の推進を図ります。また、地域にとっても利活用の仕方次第で

は地域振興や地域活性化を促す資産であることから、可能な制度の充実を図ります。 

 

（２） 空家等の適正管理 

 適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低下、環境衛生の悪化、景観の阻害等、多岐

にわたり地域の住環境に影響を及ぼします。そのために、所有者等の管理意識の向上を図る取り

組みを進めます。また、遠方に居住している、年齢や身体的な要因等、定期的な管理が困難な所

有者等については、地域の安全確保のために、自治会をはじめとする地域や管理を請け負う業者

等と連携し、所有者等に空家等の管理を促すよう推進するとともに、日野町空き家・空き地情報

登録制度等と連携した取り組みを図ります。 

 

（３） 地域特性を活かした空家等対策 

日野町は、中世には蒲生氏の領地となり、現在の中心地の基盤が築かれました。また、江戸時 

  代になると、全国を商圏とした近江日野商人が数多く輩出され、現在も昔ながらの町並みがその

面影を残しています。また、田園地帯では豊かな農村風景が広がっており、歴史文化と自然が調和

した景観を保っています。 

基本理念 

住まいが確保され、生活環境が整い安心して暮らし続けられるまち 

 

基本施策 

空き家の適正管理を促進し、利活用を行う 
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しかし、このようななかに、管理不全な状態の空家等が発生すると、景観を大きく損なうこと

となります。 

 一方で、適正な管理が行われている空家等とりわけ歴史的建築物は、地域資源としての一面も

あり、地域の景観形成に大きく寄与され、周辺住民の文化意識の醸成に大きく影響します。この

ような空家等は、地域の特性や歴史文化を活かし、継承していくために、移住・定住の促進施策や

日野町空き家・空き地情報登録制度等の施策との連携を図ります。 

なお、空家等の利活用にあたっては、建築基準法や都市計画法等に基づく規制を受ける場合が

あることから、関係機関と連携を図り、社会情勢や地域の実情に応じた対策が進められるように

制度面等について検討を進めます。 

 

（４） 緊急安全措置の実施 

日野町空家等の適切な管理に関する条例（令和6年日野町条例第17号）により、空家等について

倒壊、崩壊、飛散その他著しい危険が切迫し、その状態を放置することによる人の生命、身体ま

たは財産に対して重大な危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、所有

者等の特定もしくは所有者等との折衝に時間を要する場合または所有者等と連絡が取れない場合

に限り、必要かつ最小限度の措置を講じます。 

 

 （５） 管理不全空家等に対する措置 

    適切な管理が行われておらず、放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状況

にある場合は、空家法第 13 条に基づき必要な措置を講じます。 

 

（６） 特定空家等に対する措置 

特定空家等に該当する建築物等は、適切な管理が行われておらず、結果として地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしています。町は、町民の生命、身体または財産を保護するとともに、そ

の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じます。 

 

（７） 多様な主体と連携による推進体制 

  空家等は、個人の財産であるため、第一義的には所有者等の責任により対応することが前提と

なります。しかし、様々な事情により適切に管理されていない空家等が発生し、地域住民に影響

を及ぼすことも考えられます。 

そのため、空家等の所有者等による第一義的な責任を前提としながらも、町、地域住民、関係団

体等の多様な主体がそれぞれの役割を認識し、相互に連携を図りながら空家等対策を推進してい

きます。 

また、空家等対策における課題は、分野横断的に多岐にわたることから、庁内においては、日野

町空家対策連携会議にて情報共有を図り、効率的かつ効果的な対策を推進します。 

 

３．所有者等による管理の原則 

空家等の管理は、空家法第5条において明記されているとおり、第一義的には空家等の所有者等が 

自らの責任により適切に行うことが前提です。財産を所有する者の権利は、憲法および民法における

財産権や所有権により保障されており、またその財産についての責任を負うこととなります。空家等
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によるトラブルについても、当事者により解決を図ることが原則です。 

しかし、空家等の所有者等が、経済的な事情等から所有する空家等の管理を十分に行うことができ 

ず、その管理責任を全うしない場合等も考えられます。そのような場合においては、所有者等の第一

義的な責任を前提にしながらも、不特定多数の人々を危険から守るために、町から所有者等に適正な

管理を促すなど、空家等に対して適切な措置を講じていきます。 

 

４．特定空家等の増加の抑制 

適切な管理が行われていない空家等が、長期間にわたって放置されることは、周辺環境に悪影響を

及ぼす特定空家等の増加につながります。これを防ぐために、所有者等および町民等に対して、空家 

等を適切に管理することの重要性や管理不全の空家等が周囲にもたらす諸問題等について、広報ひの

や、町のホームページ等で啓発を行います。また、固定資産税納税通知書の発送に併せて、空家等の

管理や利活用等の相談窓口を案内するなど、特定空家等の増加の抑制に努めます。さらに、町民によ

る利活用や町外からの移住希望者に対する効果的な空家等の情報提供を行うなど、空家等を地域資源

として活用する取り組みを推進します。 

 

５．措置内容等の透明性および適正性の確保 

  空家法では、町長は除却、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要があ

ると認められるときは、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずることができるとされてい

ます。他方、憲法および民法で保障されている所有者等の権利に対する強い公権力の行使その他の町

による積極的介入は、例外的かつ限定的なものでなければなりません。以上のことから、実施する措

置については、個々の事案ごとに、必要かつ合理的な措置の内容等を検討します。また、日野町空家

等対策推進協議会等での協議により、判断の透明性および適正性の確保を図ります。 

 

６．相続登記等の周知 

 相続登記については、民法等の一部を改正する法律（令和3年法律第24号）により不動産登記法が

改正され、令和6年4月1日から不動産（土地・家屋）に対する相続登記が義務化されました。未登記

の空き家については、表題登記の申請が義務付けられていることから、所有者に周知を行います。 
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第５章 特定空家等および管理不全空家等に対する措置 

 

特定空家等に該当する建築物等は、適切な管理が行われておらず、結果として地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしています。管理不全な空き家はそのまま放置すれば、特定空家等になるおそれ

のある空き家であり、特定空家等になる前の段階から適切な管理や除却を促すことが重要です。町

は、町民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るために、必要な措

置を講じます。 

 

１．実施方針 

  空家等の分布は日野町全域にわたっていますが、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれの

ある空き家について、特定空家等になる前の段階から適切な管理や除却を促すことが重要です。こ

のため、空家法に基づいて、管理不全空家等および特定空家等に対する助言または指導、勧告、命

令などの必要な措置を講じていきます。 

   これらの措置は、いずれも管理不全空家等や特定空家等の所有者等にとって強い公権力の行使を

伴う行為であることに留意する必要があります。特に行政代執行または略式代執行は、長期間の事

務対応と税負担という公益性・公平性に関する問題があること、解体費用を回収できない可能性が

高いこと、所有者等の責務たる財産の管理責任の放棄を助長するおそれがあることを考慮し、個別

の事案に応じて、それ以外の手段が無く、真にやむを得ない場合に限り実施することを原則としま

す。 

  なお、特定空家等の認定および措置については、日野町空家等対策推進協議会等の意見を踏まえ

て実施します。 

 

２．管理不全空家等の判断 

管理不全空家等は、令和5年12月13日から施行された改正空家法にて新たに定められた、そのまま

放置すれば、特定空家等に該当することと認められる空家等のことをいいます。空き家を管理不全

空家等に認定するための判断基準については、国土交通省が定めた改正ガイドラインに沿ったもの

とし、日野町空家等対策推進協議会の意見を踏まえ定めることとします。 

 

３．管理不全空家等に対する措置 

改正空家法では、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等（管理不全空家等）に対し、

管理指針に則した措置を指導・勧告できることが定められました。 

 国のガイドライン等により、管理不全空家等の所有者等に対して勧告をした場合は、当該空き家に

係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することで、特定空家化を未然に

防止します。 

 

（１）指導（空家法第13条第１項） 

  所有者等に対して、管理不全空家等の状況を改善するよう文書で指導を行い、所有者等の自ら

の意思で改善することを促します。また、状況に応じて再指導を行います。さらには、指導・勧

告による改善がなされず、特定空家等に該当する状態に至った場合には、空家法第22条第1項に基

づき必要な措置をとる可能性があることも併せて説明します。 
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（２）勧告（空家法第13条第2項） 

 指導により改善されない場合には、必要な措置を講ずるように勧告します。また、国のガイドラ

インに基づき、勧告に係る措置の内容は、指導に係る措置と異なり具体的な内容とし、除却につ

いては言及せず、周辺の生活環境の保全を図るという目的を達成するために必要かつ合理的な範

囲内のもととします。 

 なお、勧告した場合において、管理不全空家等に該当する家屋に係る敷地が、地方税法の規定

に基づき住宅用地特例の適用を受けるものとして固定資産税が減額されているときには、当該敷

地については、住宅用地特例の対象から除外されます。 

 

４．特定空家等の認定 

空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、そのまま放 

置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われてないことにより著しく景

観を損なっている状態、または、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で

ある状態にあると認められるものを特定空家等と認定します。その際の判断は一律のものではなく 

当該空家等の立地環境等地域の特性や気候条件等地域の実情に応じ、特に子どもの通学路や、隣家等

への影響、犯罪の温床となる可能性、子どもの遊び場となる危険性について考慮し、個別に判断しま

す。 

 特定空家等の認定にあっては、まず、町職員が空家法第9条第2項に基づく立入調査を行います。 

この調査により、特定空家等に認定される可能性があるものについて、日野町空家等対策推進協議

会に当該空家等の情報を報告し、特定空家等に該当するか否かの判断に関する意見を求めます。調査

結果および協議会での意見を踏まえ、町長が当該空家等を特定空家等に認定します。 

 

５．特定空家等に対する措置 

 町長が特定空家等に認定した場合、当該特定空家等について空家法に基づく措置を行えるようにな 

ります。具体的には、空家法および「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必 

要な指針（ガイドライン）に基づいて手続きを行います。 

特定空家等に対する措置の程度については、所有者等による措置状況を見定めながら個別に判断し 

ます。措置を講ずるにあたっては、事前に特定空家等の所有者等に連絡を取り、その危険性等の現状

を詳しく伝えるとともに、改善方策や所有者等の主張等を十分に把握するなど、所有者等による解決

を最大限目指します。 

また、措置の内容については、周辺の生活環境の保全を図るという規制と目的を達成するために、

必要かつ合理的な範囲で設定します。 

 

（１）助言または指導（空家法第22条第1項）  

  特定空家等と認定した場合、町長は、その所有者等に対し当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指

導します。一方、助言または指導を受けた特定空家等が改善されないと認められるとき、町長

は、当該特定空家等の所有者等に対し、繰り返し助言または指導を行うべきか、必要な措置を勧

告すべきかどうか、勧告する場合はどのような措置とするか等について検討します。その際、日

野町空家等対策推進協議会において協議を行います。 
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（２）勧告（空家法第22条第２項） 

  空家法第22条第1項に規定する助言または指導に対し、所有者等が適切な措置をとらず、当 

 該特定空家等の状態が改善されない場合、町長は、当該所有者等に対し相当の猶予期限を付けて 

 除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧  

 告します。また、勧告をした場合、地方税法（昭和25年法律第226号）第349条の3の2第1項等の

規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除

外します。 

 

（３）命令（空家法第２２条第３項） 

  空家法第22条第2項に規定する勧告を受けた所有者等が正当な理由なく、その勧告に沿って適

切な措置をとらなかった場合、町長は、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し相

当の猶予期限を付けて、その勧告に沿った措置をとることを命じます。 

  なお、この命令を行う場合は、町長は、あらかじめ当該所有者等に対し意見書等を提出する機 

 会を与え、または、当該所有者等の請求により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行

います。 

  

（４）標識の設置・公示（空家法第２２条第１３項） 

   町長は、空家法第22条第3項の規定による命令をした場合、対象となる当該特定空家等に標識

を設置し、町の広報紙への掲載その他の適切な方法によって空家法の規定による命令が出ている

旨を公示します。 

 

（５）戒告（行政代執行法第３条第１項） 

   町長は、空家法第22条第3項の規定による命令をした場合、所有者等が必要な措置をとるべき

相当の履行期限を定め、その期限までに必要な措置がとられないときは、代執行する旨をあらか

じめ当該所有者等に対し文書で戒告します。 

 

（６）代執行令書（行政代執行法第３条第２項） 

   町長は、行政代執行法第3条第1項の規定による戒告をした場合、所有者等が指定の期日までに

その義務を履行しないときは、代執行令書により代執行をなすべき時期等を所有者等に通知しま

す。 

 

（７）行政代執行（空家法第22条第9項、行政代執行法第２条） 

   町長は、空家法第22条第3項の規定による命令をした場合、所有者等が必要な措置を履行し 

  ないとき、履行しても十分でないとき、または、履行しても命令の期限までに完了する見込みが

ないときは、行政代執行法の定めるところに従って、本来特定空家等の所有者等が履行すべき措

置を代執行します。 

 

（８）略式代執行・公告（空家法第２２条第１０項） 

  町長は、空家法第22条第3項の規定による命令をしようとする場合において、過失がなくて   

 必要な措置を命ぜられる所有者等を確知することができないときは、事前に公告した上で当該所  
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 有者等の負担においてその措置を自ら行い、または、その命じた者もしくは委任した者に行わせ

ます。 

 

（９）緊急代執行（空家法第２２条第１１項） 

   町長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該

特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必

要な措置をとる必要があると認めるときで、措置を命ずるいとまがないときは、特定空家等に係

る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせます。 

 

６．他の法令等の諸制度との関係 

空家等に係る事案に対し、行政が関与すべき事案であると判断された場合、どのような根拠に基づ 

き、どのような措置を講ずべきかを検討する必要があります。適切な管理が行われていない空家等に

対しては、空家法に限らず、関連法令等により目的に沿って必要な措置を講じることが必要です。 

例えば、現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対する建築基準法（昭和25年法律第201号）

に基づく措置や、火災予防の観点からの消防法（昭和23年法律第186号）に基づく措置のほか、立木

等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障を排除する観点からの災害救助法（昭和22年法律第118

号）に基づく措置などです。状況によっては、措置の対象物ごとに異なる諸制度を組み合わせて適用

することも考えられます。各法令により、目的、講ずることができる措置の対象および内容、実施主

体等が異なることから、措置の対象となる空家等について、その物的状態や悪影響の程度、危険等の

切迫性等を総合的に判断し、手段を選択します。 
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■管理不全空家等および特定空家等に対する措置の流れ■ 
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[空家法第 12 条第 1項] 

所有者等の調査 

[空家法第 9条第 1項、第 10 条第 1項～第 3項] 
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【固定資産税】 

住宅用地特例の解除 
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特定空家行政措置 

助言又は指導[空家法第 22 条 1項] 
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第６章 空家等の利活用に対する取り組み 

 

 日野町に存在する空家等の中には、現状のままであるいは多少の手を加えることによって使用でき

るものが多数存在します。そもそも管理不全空家等および特定空家等と認められる状態は、かつて使

用可能だった空家等が長期間にわたって放置された結果であることから、使用可能な空家等の利活用

を促進することは、空家等対策において、管理不全空家等および特定空家等の増加の抑制を図るうえ

で、有効な取り組みであるといえます。 

 

１． 基本的な姿勢 

 空家等とは、所有者等が保有しているが使用されていない状態にある財産です。また、まちの景観

を形成する役割や、第三者の利活用による地域貢献の可能性など、地域が保有する資源としての側面

もあります。 

 町は、所有者等が空家等を積極的に利活用する体制を整備するとともに、所有者等および所有者等

以外のものに対する必要な支援により、空家等の利活用の推進を図ります。また、公共の福祉の増進

を図る観点から、町による直接的あるいは間接的な空家等の利活用について検討します。 

 他方、空家等の管理や利活用に悩む所有者等からの相談は、特定空家等の発生を未然に防ぐための

重要なきっかけであることから、町は、空家等に関する相談に対して積極的に応じます。 

 

２． 空家等および除却した空家等に係る跡地の利活用の促進 

 そのまま活用または修繕すれば活用できると評価された空家等および除却した空家等の敷地は、所

有者の財産であるとともに、地域にとっても利活用の仕方次第では地域振興や地域活性化を促す資産

であるともいえます。このことを踏まえ、町では、これらの資産を有効に活用するため、次の施策を

実施します。 

 

（１）日野町空き家・空き地情報登録制度 

日野町空き家・空き地情報登録制度において、売買または賃貸を希望する所有者等から登録申込み

を受けた空き家および空き地の物件情報を公開し、移住・定住希望者とのマッチングを行い、空き家

および空き地の有効活用を図ります。 

 

１）情報発信の強化 

日野町空き家・空き地情報登録制度の設置効果を上げるには、登録数の底上げが重要であることか

ら、町ホームページや“広報ひの”による周知のほか、他機関のホームページや出版物等の媒体の活

用等、固定資産税納税通知にあわせた制度の周知等を図ります。 

 

２）日野町空き家・空き地情報登録制度の充実 

 日野町空き家・空き地情報登録制度は、移住・定住希望者の住宅の確保を支援する制度として活用

されています。 

全国的に制度の普及が進み、民間の全国版ホームページに空き家を掲載したことや、移住促進イベ

ント等での周知により、多方面の利用者から申し込みが増えています。移住・定住希望者と地域住民

との良好な関係構築のために、空き家登録があった場合には自治会と共有をし、移住・定住者と自治
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会の顔合わせを行う等、自治会と連携した受入体制づくりを行います。 

 

（２）空き家改修費補助金 

  日野町空き家・空き地情報登録制度等を通じて空き家を購入し居住する者に対し、リフォームや

増築等の工事費の一部を補助することにより、移住・定住者の住まいとして空家等の有効活用を図

ります。 

 

（３）木造耐震診断、耐震改修支援 

  空家等の耐震性が不十分であることが、利活用を阻害する要因になることが想定されることか

ら、利活用を行う者に対して、周知を行い木造住宅耐震診断や耐震改修工事費用の一部を補助する

など住宅規模に応じた支援を行います。 

 

（４）空き家住宅等除却支援 

 周囲に影響を及ぼす危険性のある空き家住宅等の除却を促進するため、空き家住宅等の除却を行

う者に対し、対象となる空き家住宅等の除却費用の一部を補助する支援を行います。 

 

（５）その他空家等に対する財政上または税制上の支援 

 空家等の利活用および除却の促進、除却した空家等に係る敷地の利活用を図るための財政上の支  

援について、上記以外にも必要な支援を検討します。 

 

（６）農地法の規制緩和による空き家付き農地の取得支援 

  農地の権利取得には農業委員会の許可が必要ですが、農地法（昭和27年法律第229号）の改正が

あり、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。この他にも要件があるものの農地取得

の要件が緩和されたため、移住・定住希望者へ積極的な活用の推進を図ります。 

 

(７)市街化調整区域における空き家・空き地の活用対策 

   市街化調整区域において空家等であっても賃貸として活用ができない場合があり、移住促進の妨

げとなっていましたが、令和5年4月1日より新たな許可基準が設けられ、空き家バンクに登録され

ている空き家で、一定の条件を満たした場合、用途変更の許可基準がより緩和されました。 

また、市街化調整区域において空家等を解体した後に、土地購入しても建築できない場合がある

ため、移住者等の土地購入の妨げになっていましたが、申請地を10年以上適法に利用されたもので

ある等、一定の条件を満たした場合に限り建築の要件が緩和され、自己居住用一戸建専用住宅の建

築が可能になりました。 

しかし、空き家の増加が見込まれる中、依然、市街化調整区域での用途変更の手続きが容易では

ないため、手続き緩和の働きかけを行います。 

 

（８）空家等のリノベーションや利活用等に対する民間事業等の活性化支援 

  古民家の歴史的価値や、住宅のデザイン性や居住者同士のコミュニケーションを重視する暮らし

方等、ライフスタイルが多様化し、これらに対する住宅供給のニーズが高まっています。このよう

な中で、空家等の住宅リノベーションや専用住宅を住民や高齢者の交流・活動拠点、商店街（賑わ
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いのまちづくり）等に利活用をする取り組み等に対する支援策を検討します。 

  また、日野町の町並みを印象付ける近江日野商人本宅等の建物については、解体前にこれらの取

り組みを介して、積極的な活用がされるよう働きかけます。 

 

(9)空家等が発生する前の啓発 

 空家等が発生する前の予防策として、町で配布しているエンディングノートに「住まいのエンデ

ィングノート」作成を案内するチラシを付録し、所有者が権利関係の確認や相続等を親族に相談で

きるように作成を促進します。また、滋賀県が発行している空き家ガイドブックを相談窓口で配布

を行い、所有者に対し啓発を行います。 

 地域の要望があった際には、日野町空き家・空き地情報登録制度の紹介など空き家対策について

出前講座を実施し、地域のコミュニティを巻き込んだ空家等が発生する前の啓発を行います。 

 

（１０）空家等活用促進区域制度 

 中心市街地の活性化、移住・定住、二地域居住、観光振興、福祉増進、コミュニティ維持など、

経済的社会的活動の促進が必要な地域において、空家等の活用を通じてこれらの促進が見込まれる

場合には、関係部局と連携して「空家等活用促進区域」の設定の研究を行います。 

 

３．町による空家等の利活用 

 空家等の利活用は、適正な管理と同様、第一義的にはその所有者等によることが前提ですが、所有 

者等の事情により効果的な利活用が期待できないものが存在します。これらの中には、公共の福祉の 

増進を図る観点から、町による利活用を検討できるケースが想定されます。 

 なお、町による空家等の利活用は、町民福祉に対する貢献度や、私有財産に対する公費投入の正当 

性等に対する慎重な判断が前提となります。 

 

（１）町の施策に資する空家等の利活用 

  人口減少対策のための移住・定住促進施策や、地域活性化のためのまちづくり施策等において、

空家等の利活用を町が積極的に実施することが適当と判断した場合は、当該空家等の利活用を行い

ます。また、空家等利活用モデル事業の検討を行い空家等を地域資源と捉えた新しい活用方法を提

案します。 

 

（２）空家等の利活用に資する取り組みを行う者に対する支援 

  自治会や各種団体など、空家等の所有者等以外の第三者が、その活動目的にあわせて空家等を利

活用することにより、空家等が新しい価値を生み出す可能性が考えられます。そのような場合にお

いて、町が当該第三者に対する空家等の情報提供の協力を行います。併せて、特に必要と認める場

合は、取り組みに対する支援等を行います。 

 

（3）空家等管理活用支援法人の指定 

   令和5年12月13日施行の改正空家法において、市町村区による空家等管理活用支援法人の指定が

新たに規定されました。これにより、空家等の活用や管理に取り組む社団法人やNPO法人等につい

て、支援法人の指定に係る検討を進め、支援法人とともに各種取組を推進します。 
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第７章 空家等対策の実施体制 

１．日野町空家等対策推進協議会 

行政が取り組む空家等対策について、公平性や客観性を確保し、特定空家等に対する措置その他の

空家等に関する対策について審議する機関として、条例に基づき「日野町空家等対策推進協議会」を

設置します。 

地域住民の代表、学識経験者、建築・不動産および法務関係者等で構成し、空家等対策の取り組み

に関して利活用や、特定空家等の措置について専門的な見地から幅広い意見を伺うこととします。 

 

担任事務 

 空家法に基づく空家等対策計画の策定および特定空家等に対する措置について、必要な事項を調査

審議すること。（日野町附属機関設置条例 別表第1） 

 

 

２．日野町空家対策連携会議 

空家等対策を効率的・効果的に展開するため、庁内における横断的な協力・連携が必要なことか

ら、副町長を会長として、関係課における調整会議を必要に応じて開催します。 

利活用、特定空家等を所管する担当課および、間接的に関連する部署が連携して、空家等の有効な

取り組みに向け、議論していきます。 

 

空家等対策の推進に係る空家対策連携会議 

          

日野町副町長・政策監・総務主監・産業建設主監            

建設計画課・企画振興課・総務課・交通環境政策課・税務課・生涯学習課 

 

 

関係課の所管および、連絡先 

役 割 具体的事項 課 名 連 絡 先 

空家等対策担当 総合相談窓口 

特定空家等の対策 

日野町空き家・空き地情報登録制

度 

建設計画課 

 

TEL：0748-52-6567 

移住・定住の促進 移住相談窓口 企画振興課 TEL：0748-52-6552 

防災・防犯対策 警察・消防との連携 総務課 TEL：0748-52-6500 

環境衛生問題等 立木等の繁茂 

動物・ゴミ・臭気等 

交通環境政策課 

 

TEL：0748-52-6578 

税金 固定資産税等 税務課 TEL：0748-52-6572 

文化財関係 指定文化財等 生涯学習課 TEL：0748-52-0008 
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3．数値目標 

本計画における空家等対策の推進の目安として、数値目標を以下のとおり設定します。 

 なお、目標値は本計画の計画期間である5年後（2030年度(令和12年度)）を目途として設定して

いますが、今後の空家等の動向を踏まえつつ、必要な場合には適宜見直しを図ります。 

 

 

指標 

 

単位 

基準値 

2024年度(令和6年度) 

目標値 

2030年度(令和12年度) 

日野町空き家・空き地情報

登録制度の登録件数 

 

件 

 

167件（累計）※1 

 

233件（累計）※1 

日野町空き家・空き地情報

登録制度の成約件数 

 

件 

 

92件（累計）※2 

 

 

133件（累計）※2 

※1 日野町空き家・空き地情報登録制度の登録件数(累計)については、平成21年5月からの件数 

※2 日野町空き家・空き地情報登録制度の成約件数(累計)については、平成21年5月からの件数 
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資料編 

 

１． 前計画期間の実績について 

（１）日野町空き家・空き地情報登録制度（空き家バンク）の実績 

日野町空き家・空き地情報登録制度（空き家バンク）では、令和3年度から令和7年度（12月末時

点）で31件の成約実績がありました。平成21年の設立以来累計で100件の成約があり、空き家を利活

用されています。空き家所有者へのアンケート調査実施と共に空き家バンク登録の誘致、民間会社の

全国版ホームページへの掲載を行い、多くの方に物件を閲覧いただく取り組みを行いました。 

  令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年 

空き家成約件数 10 件 7 件 7 件 0 件 7 件 

空き家新規登録件数 9 件 4 件 9 件 14 件 13 件 

※令和7年は12月末時点での数値 

 

（２）日野町空家等除却支援事業補助金を活用した解体 

町では、町民の安心かつ安全な生活環境を確保するため、町民の生命や財産を脅かす空家等の除却

に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するための要綱を令和6年４月１日に制定

しました。町が認定した特定空家等もしくは危険空家等の所有者等が除却を行うことに対して、除却

にかかる経費の一部を支援補助しています。令和6年度に補助金を活用した特定空家等の解体が1件あ

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）略式代執行の実施 

石原地先の空家は前面道路である町道三十坪・石原線が近江鉄道バスの運行路線であり、車両の通

行量が多い場所にありました。建物の一部が道路側へ傾斜し、大変危険な状況にあったことから、法

第2条2項に規定する特定空家等に該当していました。このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険か

つ衛生上有害となるおそれがあり、法第22条第10項の規定に基づくいわゆる「略式代執行」により特

定空家等の除却を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

除却前 除却後 

除却前 除却後 
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成26年11月27日 

法律第127号 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護すると

ともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する

施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第10条第２項を除き、以下

同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事

項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉

の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空き家等に関する取組のために必要となる情報の収集

及び提供その他の支援を行うように努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進

に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家

等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び

技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うように努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家

等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
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（２）次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３）所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

（４）その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれに変更するときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するもとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本

指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定

めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関す

る対策に関する基本的な方針 

（２）計画期間 

（３）空家等の調査に関する事項 

（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５）空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に

関する事項 

（６）特定空家等に対する措置（第２２条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第２項の

規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項から第１１項までの規定によ

る代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数

及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活

動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域

（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び

空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関す

る事項を定めることができる。 

（１） 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第２条に規定する中心市

街地 

（２） 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第８号に規定する地域再生拠点 

（３） 地域再生法第５条第４項第１１号に規定する地域住宅団地再生区域 

（４） 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）第２

条第２項に規定する重点区域。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有

する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域  

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
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（１） 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

（２） 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空

家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第１６条第１項及び第１８条にお

いて「誘導用途」という。）に関する事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進

区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。以下この項及び第９項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する

建築物をいう。次項及び第１０項において同じ。）について第１７条第１項の規定により読み

替えて適用する同法第４３条第２項（第１号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定

又は第１７条第２項の規定により読み替えて適用する同法第４８条第１項から第１３項まで

（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第９項におい

て同じ。）の規定のただし書きの規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることが

できる。 

６ 前項の第１７条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４３条第２項の規定の

適用を受けるための要件（第９項及び第１７条第１項において「敷地特例適用要件」とい

う。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員１．８メートル以上４メートル未満の道（同法第

４３条第１項に規定する道路に該当するものを除く。）に２メートル以上接するものに限

る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経

済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める

基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第3項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内

の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市及び同

法第２５２条の２２第１項の中核市を除く。）は、第3項に規定する事項を定める場合におい

て、市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項に規定する市街

化調整区域をいう。第１８条第１項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定め

るときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項

について、都道府県知事と協議しなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第１７条第２

項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４８条第１項から第１３項までの規定のただ

し書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を

記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物につい

て建築基準法第４３条第２項第１号に規定による認定又は同法第４８条第１項から第１３項ま

で（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第１７条第

２項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第

２条第３５号に規定する特定行政庁をいう。以下この事項及び次項において同じ。）と協議を

しなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特

定行政庁の同意を得なければならない。 
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１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特

例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における

経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をする

ことができる。 

１１ 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第１６条第１項及び第

１８条第１項において同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針及び同法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれた

ものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技

術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認

める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

  第２章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第２２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の

所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任し

た者に空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでな

い。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報で

あって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要

な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち
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特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都

が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当

該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、

速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理

されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第１５条において同じ。）に関する

データベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

  第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認

められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第６条第

２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該

当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が

改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めると

きは、当該指導をした者に対し、修繕、立竹木の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家

等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することがで

きる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第１４条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の規定による命令又は同

法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認め

るときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の請求をすること

ができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のために特に必要があ

ると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６４条の１４第１

項の規定による命令の請求をすることができる。 

  第４章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
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第１５条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他こ

れらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第１６条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家

等活用促進区域内の空家等（第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該当するものに限

る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の

促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者に対し、当該空家等について空

家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請するこ

とができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めると

きは、その要請を受けた空家等の所有者に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあ

っせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第１７条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７

条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、

当該公表の日以後は、同条第６項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第４３条第2

項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合する

もので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により

公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第６項に規定する敷地特例

適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第１

２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定いより公表されたときは、当該公

表の日以後は、同条第５項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第４８条第１項から

第１３項までの規定の適用については、同条第１項から第１１項まで及び第１３項の規定のた

だし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは

「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家

等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４

項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第1項に規定する空家等対策

計画に定められた同条第９項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要

件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第２項

から第１１項まで及び第１３項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは

「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第１２

項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて

許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第１８条 都道府県知事は、第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の

規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該

当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第４条第１０項に規定する建
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築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法

第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係る

ものに限る。）を求められたときは、第７条第８項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導

用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対

策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供する

ため農地法（昭和２７年法律第２２９号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求め

られたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第１９条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第２１条に

規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、

空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業

務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給

公社法第４９条の規定の適用については、同条第３号中「第２１条に規定する業務」とあるの

は、「第２１条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号）第１９条第１項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第２０条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１０

０号）第１１条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活

用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の

促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第２１条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１７年法

律第８２号）第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第２３条第１項に規定する空

家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な賃

金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

   第５章 特定空家等に対する措置 

第２２条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立

竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にな

い特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指

導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付

けて除却、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
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４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限

を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら

ない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する

者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を

提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従

い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第３者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することが

できないとき（過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を

確知することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含

む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置

を行わせることができる。この場合においては、市町村は、その定めた期限内に命令対象者に

おいてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置

実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめその命じた者若

しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にあ

る等当該特定空家等に関し緊急に除去、修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとる必要があると認めてときで、第３項から第８項までの規定により当

該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらに規定にかかわらず、当該特定空家等

に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い又は措置実施者に行わせることができ

る。 

１２ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の

規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通

省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この

場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならな
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い。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章（第１

２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るた

めに必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各号に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

    第６章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第２３条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を

図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う

ことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法

人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び

事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更すると

きは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければ

ならない。 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理

又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等に適切な管理又はその活用を

図るために必要な援助を行うこと。 

２ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家

等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

３ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

４ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

５ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

６ 前各号に掲げるもののほか、空家等に管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行う

こと。 

（監督等） 

第２５条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があ

ると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めると

きは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること

ができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第２３条第１項の規定に

よる指定を取り消すことができる。 
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４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

（情報の提供等） 

第２６条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又

は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとし

て、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」とい

う。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援

法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あ

らかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によっ

て識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第２７条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土

交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案

ンすることができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計

画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更

をするか否かについて、遅延なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合

において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにし

なければならない。 

（市町村長への要請） 

第２８条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため

特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第１４条各項の規定による請求をするよう

要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第

１４条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第１４条各項の規定による請

求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支

援法人に通知するものとする。 

  第７章 雑則 

第２９条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切

かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交

付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空

家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講

ずるものとする。 

  第８章 罰則 

第３０条 第２２条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の過料に
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処する。 

２ 第9条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立

入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の過料に処する。 

  附 則 

（施工期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定は、公布の日から

起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

  附 則 

（施工期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、付則第３条の規定は、公布の日から施行する。 

   （令和５年政令第３３１号で令和５年１２月１３日から施行） 

（経過措置） 

第２条 地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施

行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この

条において「新法」という。）第７条第８項及び第１８条第１項の規定の適用については、新

法第７条第８項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び

地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施工時特

例市」とする。 

２ 新法第２２条第１０項及び第１２項（同条第１０項に係る部分に限る。）の規定は、この法

律の施行の日（以下この条及び附則第６条において「施工日」という。）以後に新法第２２条

第１０項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施工日前にこの法律による改正前

の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項に置いて「旧法」という。）第１４条第１０項

後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第２２条第１１項及び第１２項（同条第１１項に係る部分に限る。）の規定は、施工日

以後に同条第２項の規定による勧告を行う場合について適用し、施工日前に旧法第１４条第２

項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措  

置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定について、

その施工の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 
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○日野町空家等の適切な管理に関する条例 

令和 6年 9月 30日 

条例第17号 

(目的) 

第 1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26年法律第 127号。以下

「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることに

より、安全で安心な生活の確保および良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 空家等 町内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。 

(2) 所有者等 空家等の所有者または管理者をいう。 

(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、もしくは通学する者または町内で事業活動をする法人

その他の団体もしくは個人をいう。 

(所有者等の責務) 

第 3条 所有者等は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任におい

て適切に管理しなければならない。 

(町の責務) 

第 4条 町は、第1条の目的を達成するため、法第 7条第1項に基づき定める空家等対策計画

に基づき必要な対策を実施するものとする。 

(町民等の役割) 

第 5条 町民等は、第1条の目的を達成するため、町が実施する対策に協力するよう努めるも

のとする。 

(緊急安全措置) 

第 6条 町長は、空家等について倒壊、崩壊、飛散その他著しい危険が切迫し、その状態を放

置することにより人の生命、身体または財産に対して重大な危害が及ぶことを回避するため緊

急の必要があると認めるときは、所有者等の特定もしくは所有者等との折衝に時間を要する場

合または所有者等と連絡が取れない場合に限り、必要かつ最小限度の措置(以下「緊急安全措

置」という。)を講ずることができる。 

2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、空家等の所在地および当該緊急安全措置の内容を当

該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等またはその連

絡先を確知することができないときは、当該緊急安全措置を講じた旨を公告しなければならな

い。 

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該緊急安全措置に要し

た費用を徴収することができる。 

(関係機関との連携) 

第 7条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、町の区域を管轄す

る警察署その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。 

(委任) 

第 8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、令和6年 10月 1日から施行する。 
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日野町空家等対策推進協議会運営規則 

令和元年１２月２６日 

(趣旨) 

第１条 この規則は、日野町附属機関設置条例(平成２６年日野町条例第１号。以下「条例」とい

う。)に定める日野町空家等対策推進協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

(担任事務) 

第２条 協議会の担任事務は、条例別表第１の日野町空家等対策推進協議会の項担任事務の欄に

定めるとおりとする。 

(委員の定数) 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、条例別表第１の日野町空家等対策推進

協議会の項委員の定数の欄に定めるとおりとする。 

(委員の委嘱) 

第４条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 地域住民 

(２) 学識経験者 

(３) 建築、不動産および法務関係者 

(４) その他町長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (会長等) 

第６条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 会長および副会長ともに事故があるときまたは会長および副会長がともに欠けたときは、会

長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。 

 (会議) 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

 (定足数および議決の方法) 

第８条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

 (関係人の出席等) 

第９条 協議会は、必要と認めたときは、その議事に関し専門的知識を持つ者または関係人を出

席させ、説明または意見を聴き、または必要な資料の提供を求めることができる。 

 (守秘義務) 

第１０条 委員および前条の規定により会議に出席した関係人は、職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 
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 (会議の公開) 

第１１条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が日野町情報公開条例

（平成１１年日野町条例第１３号）第６条第１項各号に該当する場合は、非公開とする。 

 (庶務) 

第１２条 協議会の庶務は、建設計画課において処理する。 

 (その他) 

第１３条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

   付 則 

 (施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

２ この規則の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第５条の規定にかかわらず、令和４年３

月３１日までとする。 

 (会議の召集の特例) 

３ この規則による最初の会議および委員の任期満了後における最初の会議は、第７条第１項の

規定にかかわらず、町長が召集する。 

 

 

 

条例別表第1(抜粋) 

名称 担任事務 委員の定数 

日野町空家等対策推進協議会 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成

26年法律第127号)に基づく空家等対策計

画の策定および特定空家等に対する措置に

ついて、必要な事項を調査審議すること。 

10人以内 
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